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議案第１９号 

 

日出町手数料条例の一部改正について 

 

 日出町手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

   令和 ７ 年 ２ 月２５日 提 出 

 

                 日出町長  安  部  徹  也 

 

 

 

日出町手数料条例の一部を改正する条例 

 

日出町手数料条例（昭和５１年日出町条例第５号）の一部を次のように改正

する。 

第４条第２項中第３１号を削り、第３２号を第３１号とし、第３３号を第３

２号とし、同項に次の１号を加える。 

 (３３) 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の

支給等に関する法律（令和６年法律第７０号）第３７条の規定に該当する

者 

 

附  則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

   理  由 

 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関す

る法律が全部改正されたため、所要の改正を行いたいので提出する。 


